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6 令和2年7月

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
保
険
証
の
有
効

期
限
は
7
月
31
日
貊
ま
で
で
す
。
新
し
い

保
険
証
は
、
7
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け

て
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

　

8
月
1
日
貍
以
降
に
医
療
機
関
等
で
受

診
す
る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

住
民
登
録
地
と
異
な
る
場
所
へ
保
険
証

の
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。
印
か
ん
と
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
を
お
持
ち
の
上
、
戸
籍
保
険
課
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
（
す
で
に
「
送
付
先
変

更
申
請
書
」
を
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
送
付
先
を
住
民
登
録
地
へ
戻
す

場
合
に
も
申
請
が
必
要
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
証
を
更
新
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
決
定

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書

兼
納
付
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

▽�
原
則
、
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

年
金
の
額
が
年
間
18
万
円
未
満
の
方
、
も
し

く
は
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
2
分
の
1
を

超
え
る
場
合
等
は
、普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

▽�

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
戸
籍
保
険

課
ま
た
は
町
税
等
取
扱
金
融
機
関
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
普
通
徴
収
の
納
期
は
、
7

月
か
ら
翌
年
2
月
ま
で
の
各
月
で
す
。

※�

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
っ
て
す

ぐ
に
は
特
別
徴
収
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

最
初
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
等
で
の
個
別
納

付
）、
途
中
か
ら
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
る
前
日

に
、
会
社
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
等
の
被
扶

養
者
（
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

組
合
加
入
者
を
除
く
）
だ
っ
た
方
は
、
保
険
料

の
均
等
割
額
が
制
度
加
入
時
か
ら
２
年
間
に
限

り
５
割
軽
減
に
な
り
ま
す
。
所
得
割
は
引
き
続

き
課
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

旧
被
扶
養
者
の
軽
減

保険料の計算方法

均等割額の軽減について

　　　　　　　　　　　　　
　保険料は、一人ずつ均等に負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計
額です。なお、一人あたりの上限額は年額64万円です。

　　　　　　　　　　　　　　
　4月1日現在の世帯状況において、同じ世帯に属する「世帯主」と「後期高齢者医療被保険者」の総所得金額等の
合計額により均等割額が軽減されます。ただし、年金所得については、通常の年金所得から特例としてさらに15
万円を控除します。

保険料額 ＝ 均等割額 4万8,765円 ＋ 所得割額 （総所得金額等－33万円）×9.64％

後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料率が見直されます。令和２・３年度の保険料率は、１人当たりの医療給付費の増加等
により、平成 30・令和元年度と比較して増加しています。
(参考 )平成 30・令和元年度保険料率 : 所得割率 8.76％　均等割額 4万5,379 円

※

(3万4,136円軽減 )7割軽減
所得金額の合計が 33万円以下
被保険者全員の年金収入が 80万円以下（その他の所得がない）

●
●

(3万7,793円軽減 )7.75割軽減 所得金額の合計が 33万円以下
7割軽減にあてはまらない

●
●

(2万4,383円軽減 )5割軽減 所得金額の合計が 33万円を超え、33万円＋(28 万 5,000 円×世帯の被保険者数 )以下●

(9,753円軽減 )2割軽減 所得金額の合計が 33万円を超え、33万円＋(52 万円×世帯の被保険者数 )以下●

▲後期高齢者医療被保険者証（オレンジ色）



問合せ先　戸籍保険課　蘂 95-1116

7令和2年7月

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
保
険
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
貊
ま
で
で
す
。
新
し
い

保
険
証
は
、
７
月
中
旬
に
「
簡
易
書
留
」

で
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
の
有
効
期
限
に

　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
８

月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
有
効
期

限
が
異
な
り
ま
す
。

▽
75
歳
に
な
る
方
…
誕
生
日
の
前
日
ま
で

▽
70
歳
に
な
る
方
…
誕
生
日
の
月
末
ま
で

（
た
だ
し
、
１
日
が
誕
生
日
の
方
は
誕
生

日
の
前
日
ま
で
）

　

医
療
機
関
で
１
か
月
に
支
払
っ
た
窓
口

負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合

は
、
後
日
申
請
に
よ
り
高
額
療
養
費
と
し

て
払
い
戻
し
さ
れ
ま
す
。
受
診
時
に
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
の
窓
口
負
担
で
す
み
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
申
請
し
て
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

持�

ち
物　

保
険
証
、
印
か
ん
、
世
帯
主
と

認
定
証
の
発
行
を
希
望
す
る
方
の
個
人

番
号
の
分
か
る
書
類
、
身
分
証
明
書

※�

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
貊
ま
で
で
す
。
引
き

続
き
認
定
証
が
必
要
な
方
は
８
月
よ
り

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※�

70
歳
か
ら
74
歳
の
高
齢
世
帯
で
、
課
税

所
得
６
９
０
万
円
以
上
お
よ
び
一
般
の

方
（
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
未
満
で

非
課
税
世
帯
で
な
い
方
）
は
申
請
の
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
所
得
区
分
が
分
か

ら
な
い
方
は
、
戸
籍
保
険
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
認
定
証

の
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
「
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
が
7
月
31
日
貊
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し

て
い
る
方
で
一
定
の
障
害
に
よ
り
対
象
に

な
っ
て
い
る
方
は
、
7
月
中
旬
に
通
知
を

し
ま
す
の
で
、
有
効
期
限
内
に
更
新
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

入
院
等
で
医
療
費
が
高
額
に
な
る
方
へ

医
療
費
受
給
者
証
更
新

国
民
健
康
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

70 歳未満を含む世帯に係る自己負担限度額70歳から 74 歳の高齢世帯に係る自己負担限度額

所得区分

所得901万円超課税所得
690万円以上

課税所得
380万円以上

課税所得
145万円以上

一　般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

25万2,600円＋
（総医療費ー84万2,000円）×1％
【4回目以降14万100円】

16万7,400円＋
（総医療費ー55万8,000円）×1％
【4回目以降9万3,000円】

8万100円＋
（総医療費ー26万7,000円）×1％
【4回目以降4万4,400円】

25万2,600円＋（総医療費ー84万2,000円）×1％
【4回目以降14万100円】

16万7,400円＋（総医療費ー55万8,000円）×1％
【4回目以降9万3,000円】

8万100円＋（総医療費ー26万7,000円）×1％
【4回目以降4万4,400円】

5万7,600円
【4回目以降4万4,400円】

3万5,400円
【4回目以降2万4,600円】

2万4,600円
1万5,000円

8,000円
所得210万円以下

住民税非課税世帯

所得600万円超
901万円以下

所得210万円超
600万円以下

自己負担限度額所得区分 自己負担限度額外来
（個人単位）

1万8,000円
（年間上限14万4,000円）

5万7,600円
【4回目以降4万4,400円】

（世帯単位）

所得区分は、総所得金額等から33万円を控除した金額
になります。
【　】の金額は、過去12か月以内に4回以上、上限額に
達した場合は、４回目から多数回該当となり、上限が下
がります。

課税所得145万円以上の場合でも、世帯収入の合計金額
が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合
や総所得金額等から33万円を控除した金額の合計額が
210万円以下の場合は、申請により一般となります。
【　】の金額は、過去12か月以内に4回以上、上限額に達
した場合は、４回目から多数回該当となり、上限が下が
ります。

※

※

※

※
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国民健康保険・後期高齢者医療加入の皆さんへ

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て
お

困
り
の
方
に
対
し
、納
税
相
談
を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。
日
中
、
仕
事
な
ど
で
役
場
へ

お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
の
で
き
な
い
方
の

た
め
に
、
下
記
の
日
程
で
相
談
窓
口
の
時

間
延
長
を
お
こ
な
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日
時　

７
月
29
日
貉
・
30
日
貅

　

午
後
８
時
ま
で
開
設

場
所　

戸
籍
保
険
課

　

性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
方
で
被
保
険

者
証
に
通
称
名
の
記
載
を
希
望
す
る
方

は
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
出
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
町
が
や
む
を
得
な

い
と
判
断
し
た
場
合
に
通
称
名
の
記
載
を

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

必
要
な
も
の

▽�

医
師
の
診
断
書
等
の
性
同
一
性
障
害
を

有
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

▽�

「
か
か
り
つ
け
医
」「
か
か
り
つ
け
薬
局
」

を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

▽�

「
は
し
ご
受
診
」
や
「
重
複
受
診
」
は
や

め
ま
し
ょ
う
。

▽�

時
間
外
受
診
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

▽�

治
療
は
途
中
で
や
め
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

▽�

領
収
書
・
明
細
書
は
保
管
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

▽�

定
期
健
診
を
受
け
、
日
頃
か
ら
健
康
管

理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

納
税
相
談
窓
口
の
時
間
延
長

医
療
費
を
大
切
に
す
る
た
め
に
心
が
け
ま
し
ょ
う

性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
方
の
被
保
険
者
証
の
氏
名
表
記

▽�

通
称
名
が
社
会
生
活
上
日
常
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

▽
申
請
者
の
印
か
ん

▽
本
人
確
認
書
類

▽
保
険
証

※�

被
保
険
者
証
の
氏
名
欄
は
戸
籍
上
の
氏

名
を
記
載
し
、
そ
の
上
に
「
通
称
名
は

○
○
」
と
記
載
し
ま
す
。

大口町地域包括支援センター便り

大口町
地域包括支援センター便り

大口町
地域包括支援センター便り

高齢者と障がい者の総合相談窓口高齢者と障がい者の総合相談窓口

　大口町地域包括支援セ
ンターでは、高齢者や障
がいのある皆さんが、住
み慣れた地域で安心して
生活を続けられるように
支援します。

一人で
抱え込んで
いませんか？

心
配
ご
と

悩
み
ご
と

こんなときに
役に立ちます！

大口町地域包括支援センター

保健師 社会福祉士

リーダー的な
ケアマネージャー
リーダー的な

ケアマネージャー
（主任介護支援専門員）

介護保険制度の
利用の仕方や申
請が分からない

自立した生活を送
るために介護予防
について知りたい

障がい者のための福
祉サービスにはどん
なのがあるかなぁ？

問合せ先　大口町地域包括支援センター　蘂 94-2227（社会福祉法人おおぐち福祉会敷地内・大口中学校東）
月曜日から金曜日　午前８時 30分から午後 5時 15分　土曜日　午前８時 30分から午後 0時 30分　（日・祝および年末年始休み）
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褞
褥
褪
褫
襁 高齢者の消費者被害（振

り込め詐欺）や虐待な
どで相談したい

　

フ
レ
イ
ル
と
は
、
老
化
な
ど
で

心
身
の
機
能
が
低
下
し
た
「
健
康
」

と
「
要
介
護
」
の
中
間
状
態
を
い
い
、

フ
レ
イ
ル
を
経
て
要
介
護
状
態
に

進
む
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
フ

レ
イ
ル
を
防
ぐ
こ
と
は
地
域
で
の

自
立
し
た
生
活
を
し
続
け
る
鍵
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
の
進
行
を
予
防
す
る
た

め
に
心
掛
け
る
こ
と

習
慣
的
な
運
動

　

座
っ
て
い
る
時
間
を
減
ら
し
、

立
っ
た
り
、
歩
い
た
り
、
足
踏

み
す
る
な
ど
こ
ま
め
に
身
体
を

動
か
し
ま
し
ょ
う
。
ラ
ジ
オ
体

操
や
無
理
の
な
い
ス
ト
レ
ッ
チ

体
操
、
筋
力
運
動
は
体
力
の
維

持
に
効
果
的
で
す
。

毎
日
の
食
事

　

免
疫
力
を
維
持
す
る
た
め
に
、

1
日
３
食
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い

食
事
を
摂
り
ま
し
ょ
う
。
野
菜

や
果
物
な
ど
の
ビ
タ
ミ
ン
だ
け

で
な
く
肉
、
魚
、
卵
な
ど
の
タ

ン
パ
ク
質
も
忘
れ
ず
に
食
べ
ま

し
ょ
う
。

お
口
の
ケ
ア

　

毎
食
後
と
寝
る
前
に
歯
を
磨

き
ま
し
ょ
う
。
口
の
中
を
清
潔

に
保
つ
こ
と
は
感
染
症
予
防
に

も
効
果
的
で
す
。

　

口
の
大
切
な
役
割
は
「
食
べ

る
」「
話
す
」
こ
と
で
す
。
噛か

ん

で
食
べ
続
け
る
た
め
に
、
少
し

歯
ご
た
え
の
あ
る
食
材
を
意
識

し
て
選
ぶ
こ
と
で
噛か

む
力
の
持

続
に
つ
な
が
り
ま
す
。「
話
す
」

力
の
維
持
の
た
め
に
は
家
族
、

友
人
と
電
話
な
ど
で
会
話
を
す

る
こ
と
や
、
鼻
歌
を
歌
う
、
早

口
言
葉
も
オ
ス
ス
メ
で
す
。

家
族
や
友
人
と
の
支
え
合
い

　

ち
ょ
っ
と
し
た
挨
拶
や
会
話

が
大
切
で
す
。
社
会
参
加
の
低

下
は
フ
レ
イ
ル
の
入
り
口
に
も

な
り
ま
す
。
小
さ
な
つ
な
が
り

も
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問�

合
せ
先　

大
口
町
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー　

蘂
94
ー

２
２
２
７

フ
レ
イ
ル
予
防
に
つ
い
て
知
ろ
う
！

　

６
月
号
広
報
に
掲
載
の
「
Ｂ
Ｍ
Ｉ
＝
体
重
（
㎏
）
÷
身
長
（
ｍ
）」
は

「
Ｂ
Ｍ
Ｉ
＝
体
重
（
㎏
）
÷
身
長
（
ｍ
）
÷
身
長
（
ｍ
）」
の
誤
り
で
し
た
。　

　

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。


